
3.わが国における食品への放射線照射に係るニーズ及び理解を把握するための調査

3.1調査方法

我が国における食品への放射線照射に係るニーズを把握するため、一般導費者 ?食品関

連事業者等・学会等の3者に対して食品への放射線照射に関するアンケート調査を行った。

一般消費者に対しては WEBアンケートを、事業者等・学会等については調査票 (紙媒

体)に よるアンケートを採用した。

WEBアンケ‐卜では、WEBア ンケートシステムに登録している一般消費者モニターの

中から、国勢調査における地域。年代。'LL別比にあわせて抽出した対象者 (全国。全年齢)

に電子メールで回答を依頼し、自宅のパソコン端末からアンケートに回答してもらった。

事業者等については、「(社)日本輸入食品安全推進協会正会員1「 (財)食品産業センタ

ー会員」を対象とした。ただし、通関時の検査業や倉庫業は対象外とした。また、上記 2

団体の会員ではないが、香辛料に対する放射線照射の許可要望を行っている全日本スパイ

ス協会に対しても、事業者として重要な位置を占めると考えられるため、調査対象とした。

学会等については、放射線分野の学会、食品衛生分野の学会、生物分野の学会、薬学分

野の学会など、26学会を対象とした。

次ページの表に調査方法の概要を示す。



表 3-1 調査方法■覧

一般市民 食品関連事業者等 学会等

対象

一般市民(インターネットアンケートシステムに登録している消費

者モニター)

サンプリングに偏りが生じないように、国勢調査による地域プロッ

ク別、年齢構成別、性別の人口比率に合わせて、全国のモニタ

ー約30万 人から対象者を抽出。地域プロックは、北海道、東北、

関東、中部、近畿、中国、四国、九州・,中 縄、年齢層は、20歳未

満120代、30代、40代、50代、60歳以上の年齢層とした。

抽出された対象者に電子メールで回答を依頼し、依頼されたモ

ニターが PC端末を用いてアンケートに回答した。回答数が日標

の 3,000に 達した時点で調査を終了した。

(社)日 本輸入食品安全推進協会正全員(94社 :通関時の検査

業や、倉庫業については除く)

(財 )食品産業センター会員 (189社 :(社 )日 本輸入食品安全推

進協会正会員との重複は除く)

許可要望団体(全 日本スパイス協会)

放射線分野、食品衛生分野、生物分野、薬学分野等の学会・団

体26団体

日本環境変異原学会、(社 )日 本原子力学会、(社 )日 本食品衛

生学会、日本食品化学学会、(社 )日 本食品科学工学会、日本食

品工学会、日本食品照射研究協議会、日本、キシコロジー学会、

日米放射化学会、日本放射線安全管理学会、日本放射線影響

学会、日本放射線化学会、日本包装学会、日本保健物理学会、

その他 12団体(二十音順)

調査方法 インターネット調査 郵送留置法 郵送留置法

送付日 平成 20年 2月 6日 平成 20年 2月 15日 平成 20年 2月 8日

締切日 平成 20年 2月 7日 平成 20年 2月 29日 (集計は平成 20年 3月 11日 返送分まで) 平成 20年 2月 29日

アンケート項目

◇回答者プロフィール

・年齢

・職業

・同居家族人数

・子供の有無

◇食への関心

・食生活スタイル

・食品に関する関心事項 (栄養 :価格・安全性…・)

・食の安全に関する情報源

◇放射線・照射食品の認知

・放射線利用状況の認知

・食品への放射線照射の有効性認知

・照射食品への批判に対する認識

◇照射食品への判断

・照射食品の購入意思

・照射食品の導入賛否

・照射食品導入の条件

◇照射食品に対する要望

・照射食品の管理施策 (表示義務等)の必要性

・照射食品に関して欲する情報

・その他自由意見

◇回答組織プロフイール

・業種分類        :
・事業規模

・業務内容(流通、販売、加工等 )

・食品の入荷方法

・輸入食品の取り扱い有無

・放射線の利用有無

◇照射食品の有効性認知

・食品への放射線照射の有効性認知   .

◇照射食品導入への判断

・照射食品の導入賛否

・照射食品導入の条件

・照射食品導入への危惧

◇照射食品利用希望

・照射食品利用希望の有無

・利用を希望する照射食品の内容

・照射食品を利用する際の条件 (自 社で照射)

・照射食品を利用する際の条件 (他 からの入荷・利用)

◇自由意見

・その他自由意見

◇食品への放射線照射に関する活動

・過去に行われた議論

・公表活動の有無

◇自由意見

。その他自由意見



3.2■般消費者を対象とした意識調査

(1)回答者属性             :
消費者アンケ‐卜の回答数は、3015件であった。年齢別に見ると、「50代」が特に多く約

4割、その他の年代は概ね 1割前後とほぼ同じであり、50代以上の高齢層からの回答で過半

数を占めた。男女比については、極端な差はなかつた。

職業別に見ると、「会社員・公務員等の常勤」が最も多く3割強。次いで「専業主婦・専業

主夫」であつた。

(2)主要な調査結果

○技術認知

食品に放射線を照射することについては、安全性の確保を行った上で、以下の項目の目

的等で利用されています。あなたはこれらの目的で、食品へ放射線照射を行う技術がある

ことを知っていますか。それぞれ最も当てはまるもの一つずつお選び下さい。
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図 3‐1 食品への放射線照射技術の認知度 G→ ,015)

食品へ放射線を照射する技術については、全ての目的に共通して、「知らない」と回答レた

人の方が多く概ね半数を上回つている。その中で「知っている」 (「よく知っている」と「少

し知つている」の合計)をみると、最も認知度が高かったものは、「ばれいしよ等の発芽防止」

で 28.2%で あつた。次いで「従来技術で困難とされている食品の効率的な殺菌」(217%)、

「防疫上有害な昆虫の効率的な防除」(181%)の順であった。

従来技術で困難とされている

防疫上有害な昆虫の効率的
な防除
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○我が国への導入賛否

科学的知見に基づく安全性評価を行つた上で、有効性が確認された食品への放射線照射

技術を我が国で導入することについて、あなたはどのように思いますか。最も当てはまる

ものを一つだけお選び下さい。
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口どちらかというと導入に反対口導入に反対

図 3‐2 食品への放射線照射技術の導入について (n=3,015)

「どちらともいえない」が約4割と最も多く、「反対」「どちらかというと反対」の合計は

約 35%であつた。「賛成」「どちらかといえば賛成」の合計は約25%程度であつた。

○懸念事項

照射食品の安全性に関して、以下の項目のような意見もあります。これらの意見につい

てどのように思いますか。それぞれ最も当てはまるものを一つずつお選び下さい。

照射食品と非照射食品の区
]Jができなくなつてしまう恐れ
らヽふふ
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照射食品を扱う従業員が被
曝する恐れがある

食品への放射線照射技術は
まだ未熟である

照射食品は危険である

日

えヽない     口どちらかというとそう思わなし

図 3‐3 照射食品の安全性に関する意見 G‐3,015)

照射食品の安全性に関して、「そう思う」、「どちらかというとそう思う」の割合をみると、

「照射食品と非照射食品の区月1が できなくなってしまう恐れがある」が最も多く76.0%で あ

った。次いで「照射食品中の成分が変化し、未知の健康影響をもたらす恐れがある」(690%)、

「照射食品を扱う従業員が被曝する恐れがある」(67.4%)の順であった。「照射食品は危険

である」との回答は482%と なっている。

‐23‐



○不足情報 。自由意見

食品への放射線照射技術や照射食品に関して不足していると思われる情報、人手したい

とお考えの情報があれば、ご記入下さい。また、食品への放射線照射技術や照射食品に関

して、その他ご意見があれば、自由に記述して下さい。

以下に主な意見を示す。

′  ● 「不足していると思われる情報・人手したいと考える情報」に関する主たる意見

・ 照射食品の科学的安全性に関する情報

・ 照射食品と人体影響に関する情報 (特に長期摂取の安全性)

・ 照射食品の摂取に伴う被害等の事例

・ 照射食品に関する海外の状況

・ 照射食品が現在、我が国で流通しているのかどうか

・ いつ導入するのか

・ どのような食品に照射するのか

・ どの程度の量の照射食品が流通するのか

・ どのようなメリット・デメリットがあるのか

。 必要性があるのか                      _
・ 管理や責任体制をどのようにするのか

・ 照射食品のどこに表示等がされるのか

・ どこで情報を入手できるのか
。 レントゲンと比較してどうなのかといった分かりやすい情報提供を望む

● その他意見

・ 照射食品というもの自体を初めて知った

。 よくはわからないが、放射線と聞くと怖い       .
・ 食品は自然なままで食するのが良い
。 表示義務を課すべき

・ 情報不足のため、周知 。広報を進めるべき (政府 。企業・マスコミー体の広報)

・ 情報がもっと欲しい
。 もっと知りたい

・ 現状では行政 ,企業の情報は信用できない

・ 導入する場合は安全が大前提である

・ 偽装問題等あるなかで厳重な管理が求められる

・ IV等の公開でもっと議論して欲しい     、

・ 照射は国内で行うべきである

・ 照射食品かなんて考えてもいなかったが、ギョウザの事件で日本のギョウザ製造メ

ーカーが放射線で異物をチiッ クしているのを知った

3.3食品関連事業者等を対象とした意識調査

(1)回答組織属性                 ‐

回収票数は 133件 (サ ンプル数は 139件 )、 回収率は 468%で あつた。また「民間企業」

の回答が約 7割を占め、「団体・協会」の回答は 3割弱であった。

● 回収票数 :133件 X (回収率 468%)

※会員企業 7社分の回答票を送付した団体が 1件あるため、サンプル数を 139件 とした。

● 有効票数 :139件

表 3‐2 有効回答票の構成比

全体 民間企業 団体・協会 無回答

139

100%

97

698%

37

266%

5

36%

団体・協会

図 3‐4 有効回答票の構成比

(2)主要な調査結果

食品関連事業者等のアンケート結果のポイントは以下の通り。

○放射線照射技術導入の意向

スパイス (香辛料)について、放射線照射による殺菌が有効であるとの主張があります

が、我が国において科学的知見に基づく安全性の評価を行つた上で、有効性が確認された

食品への放射線照射技術を導入することについてどのようにお考えですか。最も当てはま

るもの一つだけにOをつけて下さい。



全体 130

民間企業  97

団体・協会  37

図 3‐5 放射線照射技術導入の意向

全体では、食品への放射線照射技術を「導入すべき」と回答した割合は417%と最も多

くなっている。一方で、食品への放射線照射技術を「導入すべきでない」と回答した割合

は 72%であり、意向が「決まっていない」 (「 どちらともいえない」と「わからない」の

合計)と 回答した割合は約 5割程度である:

○放射線照射技術導入に必要な条件

設間 6で「1 導入すべき」を選択した方にお尋ねします。放射線照射技術を導入する

ためには、どのような条件が必要であるとお考えですか。貴社 (貴団体)の考え方に当て

はまるものにOをうけて下さい。(複数回答)

幌  1帆  2“  30% 40%

無条件に導入すべき

既存の技術より有用性が認められるなら
ば導入すべき

消費者が受容するのであれば導入すべき

照射技術や照射食品を利用しよい事業者
の負担が増加しなければ導入すべき

諸外国r・t認可されている食品に対してで
あれば導入すべき

その他

無口密

|● 全体lnE53) 国民間企業(n=37) 口団体・協会(n=18)|

図 3-6 放射線照射技術導入に必要な条件

全体では、放射線照射技術を導入するためには、「既存の技術より有用性が認められ

るならば導入すべき」「消費者が受容するのであれば導入すべき」の2項目が高く約7

割である。次いで、「諸外国でも認可されている食品に対してであれば導入すべき」

(46.6%)で あり、「無条件に導入すべき」との回答は 0%であった。

口導入すべき 口どちらともいえなぃ 口導入すべきでない 口わからない 口無口答

○放射線照射技術を導入するべきでないと考える理由

設間 6で「2.導入すべきでない」を選択した方にお尋ねします。その理由のうち、貴

社 (貴団体)の考え方に当てはまるものにOをつけて下さい:(複数回答)

熙射食品であることが表示などで明確な場合、消費者や
出荷先の事業者から敬遠される恐れがあるから

照射の有無にかかわらず、消費者や出荷先の事業者か

ら敬速されるなどの嵐評被害が生じる恐れがあるから

検査など自主管理の負担が増大する恐れがあるから

非照射食品への照射食品の混入時等の対応に多大な
費用負担が生じる恐れがあるから

その他

無回答

I 口全体 (n=10) 口民間企業 0=71  0団 体・協会 (n=3)|

図 3‐7 食品への放射線照射技術を導入するべきでないと考える理由

一方、懸念事項としては、「消費者や出荷先からの敬遠」「風評被害」が特に強く

また「混入時事故への対応」なども挙げられた。

○放射線照射を行いたい、取り扱いたい食品の有無

貴社 (貴 団体)において放射線照射を行いたいと思っている食品、あるいは利用 。取り

扱いを行いたいと考えている照射食品はありますか。当てはまるもの一つだけに○をつけ

て下さい。

全体

民間企業

団体・協会

■ある    口ない    回わからない    回無回答

図 3-8 放射線照射を行いたい、取り扱いたい食品の有無

食品への放射線技術の導入には4割ほどが賛成しているが、実際に放射線照射を行い

たい、あるいは取扱いを行いたいと考えている食品があるのは全体の 1割程度である。

放射線照射の利用意向が最も高い食品は、「香辛料」であつた。
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表 3‐3 放射線照射を行いたい、取り扱いたい具体的食品名

食品の種類

(品名 )

照 射 を 行 つ日 円

(期待する効果)

照射を行う食品の用途

民
間
企
業

1 香 辛 料 殺菌 加 工 用 原 材 料

香辛料 殺 菌 加工用原材料

香辛料 殺菌 加工用原材料

香辛料 殺菌 加工用原材料

5 香 辛 料 加工用原材料

スパイス 殺 菌 加工用原材料

ス′《イス 殺菌 加工用原材料

8 小麦 殺菌 加工用原材料

米 殺 菌 加工用原材料

米 殺薗 加工用原材料

11 そ ば 殺薗 加工用原材料

大豆 殺菌 加工用原材料

とうもろこし 殺菌 カロエ用原材料

ハープ類 殺菌 加工用原材料

ばれいしょ 殺菌 加工用原材料

フルーツソース等 殺 菌 加工用原材料

団
体
・協
会

l 果汁 殺 菌 両方

2 香辛料 殺 菌 加工用原材料

3 香辛料 殺菌 加工用原材料

4 香辛料 殺菌及び殺虫 両方

5 食 肉 殺菌 両方

6 ばれいしよ 発芽防止 直 接 消 費 用

゛
(品名 50音順 ただし「スパイス」は香辛料と同順とした)

3.4学会等の関連団体を対象とした調査

(1)回答組織属性

放射線分野、食品衛生分野、生物分野、

会を行つたところ、13団 体 (回答率 50%)

(2)主要な調査結果

○食品への放射線照射に対する活動

食品への放射線照射技術の安全性または放射線照射がなされた食品 (以下「照射食品」

という。)の安全性について、どのような議論がなされましたか。議論の内容及び見解に

ついて記載願います。

本設間に対しては9件の有効回答があつた (原文のまま)。

●照射食品の安全性についての議論はない。

●検知法についての議論があった。

●協賛で研究発表会を行い、消費者を含めた議論を行つた。その際、企業 。研究者

による説明により、消費者の不安が大きく拭われるとの意見があつた。

●学会誌 。学術大会において研究発表されている。

●シンポジウムにおいて講演を行っている。

●本会主催のセミナーにおいてテーマとして取り上げた。ただし、安全性に関する

議論ではなく有用性や線量管理・検知などに係る議論であつた。

●学会やシンポジウムで多く扱っているが、本会としての統=的見解があるわけで

はない。ただし、適切な管理下で合目的的に照射された食品の健康被害の可能性

は低いと考えている:ま た、施設の安全性や環境影響についても問題はないと判

断している。

●複数回の学術大会においてテーマとして扱った。また、研究成果発表報告もして

いる。

●関心を持っており、複数回の学術大会においてテーマとしている。

○自由意見

食品への放射線技術又は照射食品に関する意見を聞いたところ、以下の通り、8件の有効

回答があつた (原文のまま)。

●放射線照射による変異物のリスクは極めて低く、アフラトキシン等の極めて強い

遺伝毒性 。発がん性を有するカビ毒等を抑える有効な手段になりうると考えてお

りヽ その研究に貢献していきたい。また危険性 。安全性 。有効性をバランスよく

国民に啓蒙していくことも本学会の使命と考えている。

0100%安 全と言える食品は存在せず、危険要因の種類と量に基づいて定量的にリス

クが評価されるべきである。wHo等の国際機関ではすでに照射食品の安全性に

ついて十分データがあると結論しており、日本でも国際的な見解に基づいて政策

的判断をすべきである。現状では海外からの照射食品が誤つて輸入されてしまう

薬学分野等の 26学会・団体に対して意見照

から回答を得た。



可能性が排除できず、そのような場合に正当なリスク評価がされていないと国

民 。事業者に不要な混乱等をもたらすことになる。リスクアナリシスの考え方を

基本に、食品照射の法規制の可否の検討に早急に着手することが重要と考える。

●じゃがいもの放射線照射に対し、児童の保護者から問題視されたことがある。保

護者の安全性に関する理解度が得られなければ今後も使用は難しいと考える。

●既に国内に出回つていると思われるので基準を決めた方が良いのではないか。

● (回答者の個人的意見と断った上で)照射食品の安全性には、「放射線照射によ

る食品そのものの変異影響」と「照射したことによる変化から毒素などが産生さ

れる影響」の二種類があると考えている。後者については事前チェックが可能で

あろうが、前者についてはまだ不明部分等があると考えている。 (注 :原文のま

まであるため、ここで述べられている毒素の内容は不明)

。 (回答者の個人的意見と断った上で)照射食品の最大の課題は「科学的に安全と

されていることをいかに公衆に理解いただくか」というリスクコミュニケーショ

ン問題であろう。食品照射の知識普及活動にあたっては、他の健康情報の正確性

を確保するためにも関連諸学会との連携をとることを希望し、またそのような活

動には協力していきたい。

3.5わが国における食品への放射線照射に係るニーズのまとめ

前節までの調査結果を踏まえると、わが国における食品への放射線照射に対する意識状況

については、おおむね次のようにまとめられる。

表 3‐4 食品への放射線照射に対する意識状況

食品を実際に扱う食品事業者め中には、食品への放射線照射について、風味を損なわない。

密閉後に行えるなど有効な殺菌の一手段として将来的に利用意向を持っている事業者がいる

ことがわかった。ただし、その割合は有効回答票のうち、民間企業で1割程度である。利用

意向の最も多かった食品としては香辛料が特に多く、その他は少数であった。これら?企業・

団体は照射食品の有効性から、照射食品の利用意向を持っているが、実際の利用にあたって

は消費者の理解が前提であるとの認識を示している。

上記の利用意向をもった事業者や関連団体も含めた事業者全体の傾向としても、墨射食品

の導入自体については、賛成が約4割、反対が約1割と賛成傾向が強い。賛成理由とレては、

照射食品の有効性が挙げられる他、海外で導入実績があることが挙げられる。

対して反対理由としては消費者や取引先からの敬遠 。風評被害や、混入事故等への対応等

が挙げられた。なお、表示の義務化等や検査体制の義務化などについては他の反対要因に比

して必ずしも高くはなく、風評等のネガティブな影響が回避できるのであればそのような運

用体制を必ずしも否定はしていないと考えられる。

上記のように、事業者にとっては消費者の理解が重要であり、導入に当たっては消費者の

理解が前提に挙げられているが、その消費者の状況に目を向けると、そもそも「照射食品」

自体をほとんと認知していない状況である。放射線の利用自体の認知はあるものの、食品へ

の照射については極めて認知度が低い。そのため、照射食品に対する導入 。購入の賛否につ

いて、いずれも明確な賛成。明確な反対は少なかった。しかしながら、傾向としては導入に

対しては中立的、購入に対しては否定的であるといえる。            .
また、照射食品の導入に当たっては、照射施設の適切な管理や、照射食品であることの表

示義務等、国が管理していくことが消費者から求められている。

しかし、何よりも消費者が不安に考えているのは照射食品に関する情報の圧倒的不足であ

り、照射食品の安全性、危険性、有効性、必要性や海外にゃιォる状況など、照射食品に関す

る情報の提供について多くの要望があった。なお、照射食品に関する情報の提供について、

一般消費者を対象としたアンケートでヽ レントゲンとの比較など一般市民に理解しやすい情

照射食品の認知 照射食品の導入賛否 照射食品の利用意向

一般消費者 ほとんど認知されていない
賛否はほぼ均衡

(態度保留意見が最多)

購入にはやや否定的

事業者 認知はされている 賛成

一部の企業・団体において

利用意向あり

学会・関連団体
認知 はされているが 、メイン

テーマとしての認知は少ない
賛否なし



報提供を求める声もあった。

一方、学会にういては照射食品を主たるテーマとして扱つている団体は多くないと考えら

れるが、一般消費者に対する適切な情報提供が重要であるとの意見を有する学会もあった。

これら3者の照射食品に関するニーズをまとめると、し概,表 3‐5となる。ただし、あくま

で3者の全体的傾向を示したものであり、個々の企業・団体、個々人ではそれぞれ異なって

いることには留意すべきである。

表 3‐5 照射食品に関する主たるニーズ

一般消費者
照射食品に関する種々の情報

一般消費者にわかりやすい情報提供方法

照射食品に対する国の管理

事業者

特に呑辛料 に対する照射

一般 消費者 の理解

目戴お官 の所 l「

学会・閣 療 団体 一般消費者へのパランスのとれた情報提供

最後に、この 3者の照射食品に対する認知状況と賛否状況及びそれぞれのニーズを図 3‐9

に示す。

賛 成

情報不足

照射食品のことは理解していないが

贄成している領城

照射食品のことを理解した上で

贄成している饉壇

〔:般:費:】lF

― ヽ
・関連団体

」

情報が圧IH的に不足して

おり.判断できない。
・一般消費者にとつては、右

側の領城罐 解している領

城)へ の要望がある(認知

要望)。

・学会・関連団体からは、情報

提供が重要であり、―AQ消

費者への情報提供を行うベ

きとの意見あリ
(※学会としての賛否はなし)

熊射食品のことは理解していないが

反対している領壌

熙射食品のことを理解した上で

反対している領城

反対

情報充足

図 3‐9 3者の意識状況とニーズ分類図

4.リ スクプロフアイルの作成

4.1リ スクプロフアイル原案作成の考え方

WHO、 IAEA等の国際機関や米国 FDA、 EC等の諸外国の規制当局の作成したリスク評価

に関する文書、国内外の科学技術文献を調査し、放射線照射食品のリスクプロフアイル原案

を作成した。リスクプロフアイルの項目は以下の通り6

1 照射食品の安全性に係るリスク

1.1有害物質等の生成 (過酸化物、放射線分解生成物、アルキルシクロブタノン)

12微生物の増殖 (マイコトキシン産生菌、放射線抵抗微生物)

13誘導放射能の生成

2.照射食品の栄養適`は カロエ適1虫 保存性に係るリスク

21 栄養成分の変性 (栄養価等の損失、食品の加工ig性 。食味 。風味への影響)

2.2 食品包装への影響

4.2アルキルシクロプタノンに関するリスクプロフアイル

1990年代後半より注目されている、放射線特異的分解生成物のアルキルシクロブタノンil

ついて、表形式でまとめた。
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アルキルシクロブタノンに関するリスクプロファイルシート

‐34‐

項目 熔

l ′ザ ード晰黎響中9

Cン

'ハ

ード嚇
照射食品の安全性に係るリスタ

有害物質等の生成

アルキルシクロブタノン②バザードの名称

注目されるようになった経陣

1970年代に放射線照射によって特異的に」誠するフ競靖特興り抑姓成物 ⑩向嶋RadptuC Im遣 t

URPmと して7ァルキルシクロブタノン (以下2‐ACBDの存在が確認された1。 そ強 1990年代後半に

ドイッ

ー

の研究グループがコメットアッセイ (個 の々細胞におけるDNA損卿

する調 を用いて、本物質が遺伝毒性を有する酷 旨性を示唆したヽ

榊 性

2 ACBは 食ヾ品中の脂質であるトリグリセリドの分解によって生成し、前駆体となる帥 種類によつ

て、2ドデシルシクロプタノン、2-テトラデシルシクロプタノンなど、各種の2 ACBとなる (表 1知 。

アルキルシクロプタノンの構造と詢成経路は図1の通りであるL

表 1 食品中の脚願鍋 らヽ生成する2 ACB

育月酢本0倣 名称 晰

パノベチン酸(c160 2-l*).{qd&1!@
(2.|:ltvrrFat lvl

lCHD lCH,

ノ

'ベ
ト″レ酸 lCl● 1) 2&-5'siylgrclobffiw

a. *4+-n;tDdaE ,"\
glHcH_cHtcH輝 ,

ステアリン酸(C:8:の ?-IidEddylcydchlar
0-7\-tf Ylt'rtF/2)>)

(CH2D釧 ,

オレ″ 酸(C181) 2-Iffi-5'sD,lc.]rclohrm
A-7\rf'z=tvr2trUr/t)

lCH)¨  (CllIメ H,

リノーノ曖 lC1821 2-lMeqldylqrcbhrre
O-rftf fiVLz/vl)a7t)>)

lCH)CHacH2mo■ 3曝α ,

このほか、ミリスチン酸からは2 dplylob」 mmc O幾りcB)が生成する。

(出典 :文献4をもとに■副眸籠む日D

0

泄|:|::IⅢ
7)り |」り |ヽ

イサン1ヒ

却　　　２　　̈

枷
く
′ｃＨら・
け

」卜
に‐

に
ｃ
ｒ

一　

一

∞
”
　
ド

刊
十
一。一　
岬

に「ＨＣ‐“　　″
図1 アルキルシクロプタノンの構造と生成経路

仙典 :文献3より和割り

放劇線熙劇が行われている食品のうち、主要な脂置の一種であるトリグリセリドの含有量の多い食品ほど

多ACB生成との関連い 強くなる。

軋

2 ACBの毒性については、追伝毒性。発がん性と leo+fv&+
から多くの報告が出されている。こoま¨ 概要は以下の通り。

○ラットヘの給餌試験

飲刑水 (1%エタノータ1/D中に2ACB O仰 、2■
")を

添加してラットに4ケ月

給餌した (ラ ツトー頭当たり約lmg/日 )。 その轄漂に2 ACBは 腸管バリアを通過して、

脂肪組織から検出された。その濃度は、2π】が031 μg/g脂肪、2‐TCBが oo7μ g/g

胴睛 あうた 7ツ トの脚邸眸い韓 を30gと

`願

け ると、脂研瀬靖難ゞ D蓄蹟量は

それぞれ9μ g、 2μ gで、
.ラ

'卜

の颯取量の 10万分の 1程度であった。糞中に排泄さ

れたのはt損取した2 ACBの 10/oX満であつたるこのことから、これらの化合物ま動

物体内で代謝されるとともに、糞中lFも′職されること力胡 らか
|こ
なった5。

◆急贈 隆
ZACBの急性言曲こ関する研究例はなしヽ

◆重急歯劃医 ellL_‐ llL

亜急性毒性試験 08日間、90日間)又は慢性毒性試験 (12ケ月以上)の試験データ

は検索されなかつた。ただし、wHOによる1970年い れた米国陸軍の実験デー

タの― については、後述のリスク評価の項目を参照のこと。

後 ¨ mヽ

・サルモネラ菌 TA97株に対して、2Ⅲ ICB、 2 DCB及び2 TCBの影響を調べたと

ころ、2轟弩KB、 2 DCBと いつた短鎖長の 2 ACBに細咆毒性 (増殖率の減少)が

認められた亀
。ヒトホ副昴 たヽ細咆 GE"stmceLIII129 done19Apを 2‐TCBに囃 さ漱 ところ、

37℃、30分では細咆議隆 (テ トラゾリウム塩を用いた生細胞のミトコンドリア酵素

活性測定法)が見られなかったが、1～2日間の曝露では、細胞毒麟 されたЪ

①俯植態

‐35‐



③変異原隆・遺伝毒

性

C尭がん性

。ヒト結腸正常細胞、前がm CD7adcnomc山 )、 及びヒト網嚇 ん`鯛咆

029 clone19Apの 2 EICBに対する感受性を調べたところ、正常細胞及び前がん

地 細咆においては、細咆識性 (ト リバンブルー側 筋尉験による細い 生死

判趙 が用量依存的に示された。一六 がん細咆においては、細咆言性は観察さ

れなかったヽ

○微生物を用いた試験
・サルモネラ菌を用いた制晰 試験 1鼈s謝勝じでは、変異康出郡 られな

かったン亀
。その他 大腸菌、酵母等を用いた試験でも変異原性は認められなかったЮユ1。

○̈ 用いた追海冑嘔郷鴨t

。ヒト結腸L削冊臥 前がm C07adoo― cdlsD、 及びヒト結腸がん細胞

029 clone19A)の 2 EICBに対する感浸性を調べたところ、正常細胞及び前がん

状態の細胞においては、DNA動 ツ晴詔賄的.砺 さヽれた 一六 カⅥ細臓こお

いては、DNA鎖切断は観際されなかったヽ

・ヒト結腸がん細胞 GD9stcmccls,II129cl∞ o19ANを用いた″ν詢
"コ

メットア

ッセイにおいて、2‐ACB類はDNA損傷の増加に引き起こさなかった3。

・ヒトHcL細胞及びヒト結腸がん細咆02鈍tan cclls)に 対する2‐ICB、 2‐TeCB、

2‐DCB、 2‐decy10の影響を調べたところ、2‐TCB及び2‐TcCBについては、細

胞傷害が見られる高濃度でしか酸化的 DNA傷害を引き起こさなかったが、

2‐DCB、 2‐dc10に ついてιよ 細胞傷害が見られるより低い濃度で、酸化的

DNA傷害を引き起こした3。

・ヒトIleLa細胞及びヒト結腸がん細胞 029 stmcellspに 対する,TCB、 2 DCB、

2dwl CBの影響を調べたところ、細胞傷書が見られるより低い濃度で、2-KBは

DNA鎖切断を引き起こし、2‐DCB及び2doylCBは、酸化的DNA傷唐を増加させ

たヽ
。2 DCBの染色体異常誘発性に関して、ヒトのリンパ芽球細胞 KTK6,"hめ餞0を
用いて、サイトカラシンBで細胞分裂を阻害した状態での小核形成を調べたところ、

最高闘費63い0で夕Йつ和認動甑m現られた亀

○ ラ

'卜

を用いたЙ力ο試験
。2 DCBを 2手聾靱潟費112穏

“

奨口、14%嘔角′w)でラットロ酵黎諄し、16

時間後枷 胞を採取してゴメントアッセイにより、DbIA損傷を観察したらその

線 低用量投与群6頭のうち2頭 高用量投与群6頭のすべてで陰脇時間神こ比
べてEINA捺傷の頻度と倒別目弾勤口したち          ,

○ラットを用いた発がんプロモーション作用に関する試験

・ラットを用い、発がん物質である aav耐山¨ CAOM)単体、AOn3TCB、
AOMIγばBの 3投与群において、結跡こおける腫瘍発生を観察したところ、

AOM12TCBを投与した串こおいて、AOM単体機 した群と比較して、投与 6

カ月後に前がん状態り鵬晴に珀艶昴部 られたα護

“

力月には有意差ない。また、

投与 6カ月後に腫瘍が発生した個体数に有意な差は見られなかったものの、

AONI12 TCB機した誅 AONI「2■■ 魯 し海帥dれ てヽ、AOM単曜

与した群と比較して、個体あたりの腫瘍の数やサイズの働 mヽ見られた。これらの

結果より、2 ACBは発がんプロモーション倒嘱を有していると示唆されている・。

鰤

WHOの声明 0003)によば 、「2 DCBの照射食品物 生成量は極めて少なく、食

品中での安定陛も考慮すると、食品から摂取される2 DCBの量は生の食品中の分析値

よりも低い可詣レ あるり。」とされている。この理由として、「一般的に、低用量か

ら中程度の照射による2 DCBの食品中の生成量はわずかなレベルであり、室温で保存

した鶏肉中では安定であつても、熱 光、酸素にさらされるとある程度の分解が起こ

ること」力準誦されているヽ

これまでに、肉類 (牛肉。的 、卵。乳製風 魚介類 (サーモめ 、アボガド、

ヘーゼルナッツ、カカオ豆等で、2‐ACBが検出されたとの報告がある
3。

なお、鶏肉を用いた実験によれば、2XBの生成量と照射線量 (10kGy以つ との

間には直線い 見られる°
(図 の。
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図2 鶏肉に放劇線を照射した時のアル■ルシクロプタノン生成量

側典 :菊献16による)

また、スパイスの中にはゴマの種子、マスタ=ドの種子、ナツメグ等、比較瑚罰肪

含有詢 高いものがあるが、これらについて、高線園鳳炒髯予っ脚 詳細な2 ACB

生成塵に関する蹴 はなし、
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中 ・鶏肉を例とした試算例

殺菌線量 C3kGy)におけるDACBの生成量は、鶏肉の脂質含量を 10%とすると、

0411yg鶏肉 鋼聯 と算定れ 成人 雨 ヽ 20Nの鶏肉を,度に摂取すると

け ると、摂取量は80Hg鮨口蒙kg当たり約 1の となるL
なお、スバイスからの推起潤劇副こ関する研究例はなし、

朧

… 2‐ACBに関する耐容倒引き 急性勿硼菌ま設定されていなし、
陀 躊

国際機関及び各国の動

… …岬
2‐ACBについてはこれまでに基準値は設定されていなし、

EUのい 楊騨敗湖常占い 1785)、 Codu― い 1785を採用)と

して、食品中の脂質を抽出し、カラムで精製した後、ガスクロマトグラフ質量分析

OCヽ6)(ガスクロ/マススペタトル〉で分離検出する方法が定められているほか、

6ヽ以外には、■メ3、 ELISAによる細 嫌 も酷 されているL

Φメ剣出雄



②リスクは 現な 国際的あるいは各国における規制はとられていなし、

路 の声明 000う によは 「2 DCB及ふ他あシクロカ ノ榊 ま あつ|

たとしても極めてわずか力醐 できる」とさオ■¬聾 るヽじ。

これらの根拠となるデ=夕は次の通り。

◆1970年代の米国陸軍の実験データの再解釈

米国陸軍で197“判ヽこ30℃で保存した鶏肉に高線量照射 69kGypを 行い、編教庸

`曲試験を実施した この実験条件によ曜 、鶏肉中には約 1 5vg/g鶏肉の外DCB bViL

成していたと推定されるが、この鶏肉をイヌ等に長期投与したり、細菌や哺乳類培養

細胞を用いた遺伝毒性試験を行っても影響が見られなかったことから、2 DCB及び他

のシクロプタノン類による影響は、あつたとしても極めてわずかか無視できる。

◆そのは 最口
"識

け‐夕の評価
。実験に使用された2 DCBが分解している可能睦 否定できずヽ 原因物質が特定でき

なし、                                 ′

・コメットアッセイは、疑陽性の結果が得られやすく、国レ
～
レ籾嚇糊樹熱こよつて

としては採用されていなし、

御

・ラットヘの給餌試験`Q洒)によれば:2 ACBは脂肪組織に蓄積せずヽ 速やかに代

謝される。

OEC
ECの食品科学委員会の声明 0∞力によ暉 、「これまでに多ACBの悪影響を示す

とされたデータのほぼすべてが,7●●試験であり、これらの結果にもとづいて、脂質

を含む照射食品中の2 ACB類をヒトが摂取した際の健康リスクを評価することは適当

でない Cotappropnatem。 2 ACBの遺伝言腱 融 遺購 出試験法によつて確認さ

れたものではなく、各種2‐ACB類に対する10ALを定めるための適切な動物給餌実

験データも存在しないlL」 とされ■ るヽ。

○米国FDA
FDAの貝類への照射許可に関する官報 0005)によれよ「2 ACB力り瘍諦`ス錫編 |

き起こす可能ば あるとの論文|があるが、この論文の著者も述べているように、実

験で用いたラットのアACBの曝露量G暉℃引唾)は、予想されるヒトの曝露量衡峰

個 より3桁も大きセヽ り謝∪物にデル彰矯館極に潮界、‐ 夕の曖昧嵐 鍛

で用いられた化学物質の曝露とヒトの曝露との間に密接な関係が存在しないことを考

慮すると、大腸がんを引き起こすと考えるだけの科学的な確実陛と信頼性をもつた情

報ではない」とされている覧

OIARC個際がん研究機関)

2 ACBの発がん性については国際がん研究機関CIARChの評価書は出されれヽ vL

③リスク評価の状

況

消費者の関心・認識 食品への放射線照射に関するアンケートによれば、一般消費者の食品への放射線照

射に対する調知噴は現状では高くない 022)。

ただし、同アンケートでは、照射食品について「食品中の成分が変化し、未知の健

康影響をもたらす恐れがある」と思うかという設間に対して、69%の回答者が「そう

思う」または「どちらかというとそう思う」と回答しており、この問題に対する潜在

的な関しま高いと考えられる 023)。         _
9 不足しているデー

タ
各照射食品中のアルキルシクロブタノンの生成量及びその推定暴露量については、

さらにデニタの蓄積が望まれる。また、アルキルシクロプタノンの言性 時に、遺伝
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7今後の研究の動向を注視し、デ‐タ

を充実させていく必要がある。
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③ アルキルシタロブタノンの言F■に関する文献は:論文として発表された情報もしくはWHOの報告書

等に引用されている論文に準じた当m嘲蘭融こ限定した。  __二_________――――一一―
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